
商工労働部における随意契約の実績　　（令和７年度４／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法
施行令（根拠）

契約の相手方の選定理由 その他

1
産業政策
課

令和７年度電
気・ＬＰガス価
格高騰対策事
業（ＬＰガス分）
業務委託

令和8年1
月19日

19,678,395 ＲｙｕＰａｙ株式会社
沖縄県那覇市久米2-4-
16
大樹生命那覇ビル３階

第167条の２
第１項第２号

　本業務は、事業者の申請状況や問い合わせ
状況を踏まえ、柔軟かつ適切に業務執行がで
きること、利用者の利便性を考慮した電子申請
システムを短期間で構築できること等が必要で
あることを踏まえ、プロポーザル方式により公
募を行ったところ、１社から応募があった。
　企画提案内容等を選定委員会において審査
したところ、仕様を満たした提案であり、かつ、
基準点を上回ったことから、契約の相手方とし
て選定した。

2
工業技術
センター

中央監視装置･
自動制御機器
点検業務及び
環境衛生管理
業務委託

令和8年3
月26日

16,368,000 ヤシマ工業株式会社
那覇市久米２丁目１６番２
５号

第167条の２
第１項第２号

　当センターに設置されているアズビル(株)の
機器の保守点検に関しては本県で特約店と
なっているのは当該契約相手方のみであるた
め。

特命随意
契約

3
工業技術
センター

日常清掃業務
委託

令和8年3
月25日

8,536,000 沖縄美装管理(株)
沖縄市比屋根３丁目１番
１５号

第167条の２
第１項第８号

　再度の入札の結果、落札者がいなかったた
め、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８
号の規定に基づき随意契約を行った。

4
企業立地
推進課

不動産鑑定評
価業務

令和8年2
月5日

454,300
株式会社仲本不動産鑑
定研究所

沖縄県那覇市久茂地１丁
目４番15号

第167条の２
第１項第２号

　本業務は不動産の額を鑑定するための業務
である。不動産鑑定に係る報酬は、「公共事業
に係る不動産鑑定報酬基準」に基づき、鑑定対
象となる不動産の評価額によって定めるもので
あり、その性質又は目的が競争入札に適さな
いものである。
　そのため、不動産の鑑定に関する法律第22
条第１項の規定に基づく知事登録を受け、これ
まで同地区不動産を鑑定した実績を有する事
業者を契約の相手方として選定した。

特命随意
契約
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契約の相手方の選定理由 その他

5
企業立地
推進課

不動産鑑定評
価業務

令和8年2
月5日

454,300 株式会社まるい鑑定所
沖縄県那覇市字識名
1195番地１　大城産業ビ
ル203

第167条の２
第１項第２号

　本業務は不動産の額を鑑定するための業務
である。不動産鑑定に係る報酬は、「公共事業
に係る不動産鑑定報酬基準」に基づき、鑑定対
象となる不動産の評価額によって定めるもので
あり、その性質又は目的が競争入札に適さな
いものである。
　そのため、不動産の鑑定に関する法律第22
条第１項の規定に基づく知事登録を受け、これ
まで同地区不動産を鑑定した実績を有する事
業者を契約の相手方として選定した。

特命随意
契約

6
労働政策
課

元駐留軍従業
員健康福祉セ
ンター跡地整備
工事

令和8年1
月28日

5,500,000
NTTインフラネット株式会
社

東京都中央区東日本橋1
丁目8-1

第167条の２
第１項第２号

　本業務は、元駐留軍従業員健康福祉セン
ター跡地の処分に伴う原状回復を目的としたア
スファルト等の撤去工事である。近隣には公民
館等もあり、大型車両の通行・重機運搬、作業
スペースの確保等、安全管理上の配慮を要す
る工事である。
　左記事業者は、撤去工事予定地の隣接地を
資材ヤード・重機保管場所として従来より使用
しており、適切なスペース確保等、当該工事に
求められる安全管理上の配慮などについて現
場の状況に特に精通している。
　また、当該事業者は解体工事の実績もあり、
特に隣接地境界部分の復旧工事等について安
全面に配慮し工事を進めることができ、工期等
の短縮も見込めるため、契約の相手方として選
定した。

特命随意
契約


